
【別紙様式１】

平成１７年度学校経営計画表

１ 学校の現況
平成 年 月 日現在17 5 1

学校番号 特９ 学校名 県立友部東養護学校 課程 全日制 学校長名 小 林 隆 二

教 頭 名 大曽根 一己 事務 室 菊 池 平 治（ ）
長名

39 56教職員数 教諭 養護 １ 常勤 ９ 非常勤 ０ ２ 事務職 ３ 技 術 職 ２ 計実習教諭，実習講
教諭 講師 講師 員 員等師，実習助手

生 徒 数 学 部 １ 年 ２ 年 ３ 年 ４ 年 ５ 年 ６ 年 合 計 合計クラス数
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

小学部 １ １ １ ３ ０ ２
中学部 １ １ １ １ ２ １ ４ ３ ３
高等部 ３ ４ ４ ３ １ ３ ８ ３10
病 院 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高３ 合 計

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
訪 １ ２ ２ ２ ２ １ １ １ ４ ８県立こども病院

県立友部病院問
教 ２ １ １ １ １ １ １ ２ １ ４ ７筑波大学附属病院

育 １ １ １ ２ １県立医療大付属病院

１ ０ １土浦協同病院

２ 目指す学校像

( )家庭・医療機関・地域・関係機関との連携のもと，一人一人の児童生徒のニーズに応じた教育が実践できる学校1
( )病弱教育に対する専門性の向上に努め，創意工夫ある指導ができる学校2
( )地域のセンター的役割を担い，教育支援活動に積極的に取り組む学校3
( )地域に根ざし，開かれた学校4
( )教職員一人一人が学校経営に参加できる学校5



３ 現状分析と課題（数量的な分析を含む ）。

項 目 現 状 分 析 課 題
学習指導 ・疾病の治療や不登校等による学習空白期間の長期化が見 ・児童生徒の実態に合わせた学習形態と指

られる。 導計画の見直し
・児童生徒個々の能力に応じた学習形態の工夫検討に努め ・高等部の教育課程（Ⅰｺｰｽ，Ⅱｺｰｽ，Ⅲｺｰ
ている。 ｽ）の効果的な活用

・転入 転出時の前籍校との充分な連携に努めている 転 ・ 個別の教育支援計画」の効果的な利用， 。〔 「
入 名，転出 名（平成 年度延べ人数 〕 法の研修45 33 16 ）

生徒指導 ・児童生徒の通学生の増加により，より一層の事故防止指 ・より効果的な，交通安全教室や立哨指導
導を図っている 〔小中高の ％が通学生（訪問教育を の立案。 97
除く 〕 ・家庭訪問を積極的に実施するなど，家庭）

， 。・学校と家庭との連絡を密にし，問題行動の未然防止に努 との連携を深め 児童生徒理解に努める
めている。

進路指導 ・学習空白を補いつつ，本人・保護者が希望している高等 ・前籍校との進路指導に関する連携の充実
学校へ進学できるような進路指導。学習指導に努めてい ・精神的な疾患のある生徒の進路先と考え
る 〔中学部：進学率 ％（平成 年度 〕 られる施設の開拓。 ）100 16

・生徒の病状により進路を決定していくことが困難な状況 ・ 個別移行支援計画」の効果的な利用「
であり，在家庭が増加している。

センター的役 ・リーフレットの配布や，市町村教育委員会への訪問等に ・地域や県立学校・小中学校との情報交換
割 よる，本校への理解啓発活動に努めている。 を行い，さらなる理解啓発への工夫

４ 中期的目標

（１）児童生徒の実態に応じた学習指導計画を立案すると共に，興味関心を持って取り組めるような指導形態を工夫
するなど，教育内容の改善を図る。

（２）高等部における教育課程（一般Ⅰコース，一般Ⅱコース，一般Ⅲコース）の効果的な運用に努める。
（３ 「個別移行支援計画 「個別の教育支援計画」の運用と，見直しに努める。） 」
（４）本校の教育内容について，小中高等学校，関係機関への啓発活動に努める。
（５）スクールカウンセラーによる教育相談体制の充実化を図る。
（６）本校校舎，施設，設備等の校内検討委員会を設け研究を推進する。



５ 本年度の重点目標

重 点 目 標 具 体 的 目 標 達成状況
個に応じたきめ細やかな指導の実施 ・ 個別の教育支援計画」の運用を開始し，児童生徒の指導「

に生かすように努める。
・小学部の年間指導計画の見直しを推進する。
・高等部教育課程（Ⅰｺｰｽ，Ⅱ ｺｰｽ，Ⅲ ｺｰｽ）の効果的な運用
を図る。

関係各機関との連携 ・転入時に連絡を密にしたり，転出時に「個別の教育支援計
画」等を利用したりして前籍校との連携を図る。

・地域交流運営協議会や学校運営協議会の充実を図る。
児童生徒の安全確保 ・交通安全教室，計画的な立哨指導や不審者対応避難訓練を

実施する。
進路指導の充実 ・本人や保護者が希望する高等学校へ進学できるような進路

指導・学習指導に努める。
・精神的な疾患のある生徒の進路先として考えられる施設の
開拓をさらに推進する。

本校の教育内容についての啓蒙活動 ・様々な組織を通じて，ﾘｰﾌﾚｯﾄを全県の小中学校や市町村教
育委員会へ配布する。

・学校見学や就学相談に随時対応できる校内体制を作る。
校舎，施設，設備等の研究 ・高等部増築に伴い，教室の利用について研究する。

・よりよい教育環境作りの研修に努める。


